
 

 

 

平成29年3月31日 

行政評価局調査の実施 
 

総務省行政評価局では、「平成29年度行政評価等プログラム」に基づき、平成29年4月から下記の

テーマについて行政評価局調査を実施することとしましたので、公表します。 

 

  ○ 子育て支援に関する行政評価・監視－保育施設の安全対策を中心として－ 

安全で安心して子どもを預けることができる環境の整備を図る観点から、保育施設や行政機関に

おける安全対策等の取組状況を調査し、関係行政の改善に資するために実施 

 

  ○ 高速道路における逆走防止対策の推進に関する調査 

    高速道路における逆走防止対策を推進する観点から、逆走防止対策の取組状況、ＩＣＴの活用等

による新たな逆走対策技術の検討状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施 

 

  ○ 太陽光発電設備の廃棄処分等に関する実態調査 

    将来の大量廃棄も見据え、使用済太陽光発電設備の適正な処理の確保及びリユース・リサイクル

の促進を図る観点から、使用済太陽光発電設備の廃棄処分等の実施状況を調査し、関係行政の改善

に資するために実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ インターネットでのお問合せについては、以下の総務省ＨＰで受け付けております。 

https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html  

（連絡先） 

 

＜子育て支援に関する行政評価・監視－保育施設の安全対策を中心として－＞ 

総務省行政評価局評価監視官（厚生労働等担当） 

  担当：長澤 

電話：03-5253-5453（直通）、ＦＡＸ：03-5253-5457 

 

＜高速道路における逆走防止対策の推進に関する調査＞ 

総務省行政評価局評価監視官（復興、国土交通担当） 

  担当：木村 

電話：03-5253-5456（直通）、ＦＡＸ：03-5253-5457 
 

＜太陽光発電設備の廃棄処分等に関する実態調査＞ 

総務省行政評価局評価監視官（法務、外務、経済産業等担当） 

  担当：九嶋 

電話：03-5253-5450（直通）、ＦＡＸ：03-5253-5457 
 

＜行政評価局調査全般について＞ 

総務省行政評価局総務課 

  担当：柏尾 

電話：03-5253-5407（直通）、ＦＡＸ：03-5253-5412 
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